
第

二

千

五

百

二

号

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

地
域
医
療
推
進
課)

七
八
五
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

公
共
建
築
住
宅
課)

七
八
六

告

示

○
救
急
診
療
所
の
指
定

(

医
療
整
備
課)

七
八
七

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七
八
七

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

七
八
七

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定

(
中
濃
農
林
事
務
所)

七
八
八

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

七
八
八

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)

七
八
八

○
環
境
影
響
評
価
準
備
書
に
つ
い
て
の
意
見
の
概
要
等
の
縦
覧

(

環
境
管
理
課)
七
八
八

○
環
境
影
響
評
価
に
係
る
公
聴
会
の
開
催

(

同

)
七
八
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

七
九
〇

○
土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

七
九
〇

規

則

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
一
号

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則(

平
成
二
十
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中｢

三
箇
月｣

を｢

三
月｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

学
校
教
育
法
第
九
十
七
条
の
大
学
院(

以
下｢

大
学
院｣

と
い
う
。)

の
医
学
を
履
修
す
る
課

程
に
入
学
し
、
又
は
修
了
し
た
と
き
。

第
十
三
条
第
一
項
中｢

次
条
第
五
項
又
は
第
六
項｣

を｢

次
条
第
六
項
又
は
第
七
項｣

に
、｢

一
括

又
は｣

を｢

一
括
し
て
、
又
は｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中

｢

学
校
教
育
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る｣

を
削
り
、｢

規
定
に
よ
る｣

を

｢
規
定
に
よ
り｣

に
改
め
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
条
第
三
項
中｢

前
項｣

を｢

第
二
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第

二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
業
務
従
事
期
間
の
計
算
は
、
当
該
業
務
従
事
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
か
ら
当

該
業
務
従
事
期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
業
務
従
事
期
間
の
末

日
の
属
す
る
月
に
お
い
て
再
び
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
月
を
一
月
と
し
て

計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日



従
事
期
間
合
計

修
を
除
く
｡
)

す
る
医
療

地
並
び
に

う
と
す
る
医
療

所
在
地

｣

県
外
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
医
療

機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に

勤
務
す
る
診
療
科

県
外
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
医
療

機
関
の
名
称
及
び
所
在
地県
内
就
業
期
間
合
計

(臨
床
研
修
を
除
く
｡) 県
外
勤
務
を
し
よ
う
と

機
関
の
名
称
及
び
所
在

勤
務
す
る
診
療
科

県
外
勤
務
を
し
よ

機
関
の
名
称
及
び

県
内
業
務

(臨
床
研

第
十
四
条
の
二
中｢

前
条
第
五
項｣

を｢

前
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
中｢岐

阜
県
知
事�

｣

を｢岐
阜
県
知
事

印□
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
備
考
中｢第

14条
第
５
項
｣

を｢第
14条
第
６
項
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中｢決

定
番
号
｣

を｢貸
付
決
定
番
号
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢決

定
番
号
｣

を｢貸
付
決
定
番
号
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中｢臨

床
研
修
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
｣

を｢現
在
の
状
況
を
証
す
る

書
面
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中｢第

１
回
目
｣

を｢第
１
回
｣

に
、｢第

２
回
目
｣

を｢第
２
回
｣

に
、｢ヶ

月
｣

を｢か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中｢第

１
回
目
｣

を｢第
１
回
｣

に
、｢第

２
回
目
｣

を｢第
２
回
｣

に
改
め
る
。

｢

別
記
第
九
号
様
式
の
二
中｢第

14条
第
５
項
｣

を｢第
14条
第
６
項
｣

に
、

｢を

に
改
め
る
。

｣
｣

｢
｢

別
記
第
九
号
様
式
の
三
中

を

｣

に
改
め
る
。

｣

｢
｢

別
記
第
十
号
様
式
中｢カ

月
｣
｢か
月
｣

に
、

を

｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
一
号
中｢証

明
す
る
｣

を｢証
す
る
｣

に
改
め
、
同
様

式
備
考
第
三
号
中｢す
べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

４
大
学
院
在
学
期
間
が
あ
る
場
合
は
､
｢医
療
機
関
名
｣
欄
に
大
学
院
名
を
記
入
す
る
こ
と
｡

別
記
第
十
一
号
様
式
及
び
別
記
第
十
四
号
様
式
中｢修

学
生
番
号
｣

を｢貸
付
決
定
番
号
｣

に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の

規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙

を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
二
号

岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

目
次
中｢

附
則｣

を｢

付
則｣

に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
第
一
項
第
八
号
中｢

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律｣

を｢

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

第

十
条
第
一
項｣

の
下
に｢(

同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告

示

県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

美

濃
線

路
線
名

岐
阜
市
大
字
長
良
雄
総
字
柳

原
五
八
六
番
五
地
先
か
ら

同

市
大
字
同

字
葉

竹
藪
七
四
一
番
三
の
一
地
先

ま
で 区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

県
道
岐

阜
環
状

線
と
一

部
重
用

備

考

み
ど
り
ヶ
丘

区

域

名

一
般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
七

号 路
線
名

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん

だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の
図

に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

岐
阜
市

区

域

本
巣
市
三
橋
字
糸
貫
川
通
一

〇
九
九
番
四
〇
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一

〇
四
四
番
二
九
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

次
の
医
療
機
関
を
救
急
診
療
所
と
し
て
平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
認
定
し
た
の
で
、
救
急
病
院
等

を
定
め
る
省
令(
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

医

療

機

関

名

所

在

地

有

効

期

限

山
中
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
ク
リ
ニ

ッ
ク

安
八
郡
安
八
町
森
部
一
八
七
〇
番
地
一

平
成
二
八
・
一
一
・
三
〇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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大
字
加
野
字
大
蔵
山

一
七
二
五
番
二

一
号

一
七
二
一
番
一

二
号
か
ら
四
号
ま
で

加
野
四
丁
目

一
〇
四
番

五
号

一
〇
五
番

六
号

(
｢

次
の
図｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務

所
及
び
岐
阜
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
濃
市
大
字
蕨
生
字
浅
野
平
一
八
二
の
二
、
一
八
二
の
五
、
一
八
三
の
四
か
ら
一
八
三
の
八
ま
で
、

一
八
四
の
二
、
一
八
四
の
四
、
一
八
四
の
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
や
さ
か
イ
キ
イ
キ
倶
楽
部

三

代

表

者

の

氏

名

森

益
基

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
中
津
川
市
坂
下
一
五
一
二
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、｢

や
さ
か｣

地
区
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
の
住

民
を
対
象
と
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
及
び
文
化
活
動
の
普
及
振
興

に
資
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
も
人
も
イ
キ
イ
キ
と
輝
く
、
地
域

社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
れ
あ
い

三

代

表

者

の

氏

名

浅
野

利
幸

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
安
八
郡
輪
之
内
町
楡
俣
四
八
四
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
・
高
齢
者
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
介

護
及
び
自
立
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
福
祉
の
増
進
と

社
会
全
体
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
環
境
影
響
評
価
準
備
書
に
つ
い
て
の
意
見
の
概
要
等
の
縦
覧

環
境
影
響
評
価
法(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
者
か
ら
岐
阜

県
知
事
に
対
し
、
環
境
影
響
評
価
準
備
書
に
つ
い
て
の
意
見
の
概
要
及
び
当
該
意
見
に
つ
い
て
の
事
業

者
の
見
解
を
記
載
し
た
書
類(

岐
阜
県
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の)

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
同
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

山
田

佳
臣

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
一
丁
目
一
番
四
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

１

名
称

中
央
新
幹
線(

東
京
都
・
名
古
屋
市
間)

２

種
類

新
幹
線
鉄
道
の
建
設

三

準
備
書
に
つ
い
て
の
意
見
の
概
要
等
を
記
載
し
た
書
類
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所
、
期
間
及

び
時
間

１

場
所

岐
阜
県
庁
環
境
生
活
部
環
境
管
理
課
、
多
治
見
市
役
所
環
境
文
化
部
環
境
課
、
中
津
川
市
役
所

企
画
部
リ
ニ
ア
推
進
課
、
瑞
浪
市
役
所
総
務
部
企
画
政
策
課
、
恵
那
市
役
所
企
画
部
リ
ニ
ア
ま
ち

づ
く
り
課
、
土
岐
市
役
所
総
務
部
総
合
政
策
課
、
可
児
市
役
所
企
画
経
済
部
総
合
政
策
課
、
御
嵩

町
役
場
総
務
部
企
画
課
及
び
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
環
境
保
全
事
務
所(
岐
阜)

２

期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
祭
日
を
除

く
。)

３

時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

○
環
境
影
響
評
価
に
係
る
公
聴
会
の
開
催

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
同
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
岐
阜
県
環
境

影
響
評
価
条
例
施
行
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号)

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

日
時
及
び
場
所

１

可
児
市
会
場

平
成
二
十
六
年
一
月
九
日(

木)

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

可
児
市
総
合
会
館

大
ホ
ー
ル(

可
児
市
広
見
一
―
五)

２

多
治
見
市
会
場

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日(

金)

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

多
治
見
市
文
化
会
館

大
会
議
室(

多
治
見
市
十
九
田
町
二
―
八)

３

中
津
川
市
会
場

平
成
二
十
六
年
一
月
十
一
日(

土)

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

中
津
川
市
健
康
福
祉
会
館

多
目
的
ホ
ー
ル(

中
津
川
市
か
や
の
木
町
二
―
五)

二

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

山
田

佳
臣

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
一
丁
目
一
番
四
号

三

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

１

名
称

中
央
新
幹
線(

東
京
都
・
名
古
屋
市
間)

２

種
類

新
幹
線
鉄
道
の
建
設

四

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
事
項

対
象
事
業
の
環
境
影
響
評
価
準
備
書(

岐
阜
県
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。)

並
び
に
環
境
影
響
評
価
法(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

ら
れ
た
意
見
の
概
要
及
び
当
該
意
見
に
つ
い
て
の
事
業
者
の
見
解
を
記
載
し
た
書
類(

岐
阜
県
に
つ

い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。)

に
対
す
る
環
境
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

五

公
述
の
申
出
に
関
す
る
事
項

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
記
載
に
従
っ
て
知
事
宛
て
の
書
面(

以

下｢

公
述
申
出
書｣

と
い
う
。)

を
持
参
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
提
出
す
る
こ

と
。な

お
、
郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
の
表
に｢

公
述
申
出
書｣

と
朱
書
き
す
る
こ
と
。
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１

申
出
期
限

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日(

火)
(

郵
送
の
場
合
、
当
日
消
印
有
効)

２

記
載
事
項

�
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名(

振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。)

及
び

住
所(
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
並
び
に
当
該
団
体
を
代
表
し
て
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
氏

名
及
び
職
名
。
氏
名
及
び
名
称
に
は
振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。)

�
連
絡
先
の
電
話
番
号

�
対
象
事
業
の
名
称

�
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
の
要
旨(

日
本
語
に
よ
り
、
意
見
の
理
由
を
含
め
て
記
載

す
る
こ
と
。)

�
公
述
を
希
望
す
る
公
聴
会
の
会
場

六

公
述
申
出
書
の
提
出
先

〒
五
〇
〇
―
八
五
七
〇

岐
阜
市
薮
田
南
二
―
一
―
一

岐
阜
県
環
境
生
活
部
環
境
管
理
課
環
境
安
全
係

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号

〇
五
八
―
二
七
八
―
二
六
一
〇

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

c11264@
pref.gifu.lg.jp

七

公
述
人
の
選
定
等
に
関
す
る
事
項

前
記
五
の
公
述
の
申
出
が
あ
っ
た
者(

以
下｢

公
述
申
出
者｣

と
い
う
。)
の
う
ち
か
ら
公
述
人

を
選
定
し
、
そ
の
結
果
は
公
述
申
出
者
に
通
知
す
る
。

八

公
述
時
間

公
述
人
一
人
当
た
り
の
公
述
時
間
は
、
十
分
以
内
と
す
る
。

九

公
聴
会
開
催
の
中
止
に
関
す
る
事
項

公
述
申
出
者
が
い
な
い
と
き
、
又
は
天
災
等
の
特
別
な
事
情
に
よ
り
開
催
が
不
能
と
な
っ
た
と
き

は
、
開
催
を
中
止
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業

流
通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
モ
ー
ル
各
務
原

各
務
原
市
那
加
萱
場
町
三
丁
目
八
番
地

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

(

変
更
前)

四
九
、
五
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

六
五
、
九
五
八
平
方
メ
ー
ト
ル

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

(

変
更
前)

三
、
七
一
九
台

(

変
更
後)

四
、
六
六
七
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

(

変
更
前)

二
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

三
三
二
平
方
メ
ー
ト
ル

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
面
積

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

○
土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
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法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
区
の
清
算
人
が
退
任
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
清
算
人

土
地
改
良
区
名

退
任
年
月
日

氏

名

住

所

帷
子
土
地
改
良

区

平
成��･��･�
澤

野�
司

可
児
市
西
帷
子

五
〇
一
番
地

尾

関

重

隆

可
児
市
東
帷
子

一
八
三
二
番
地

水

野

次

男

同

二
五
二
八
番
地

亀

谷

道

雄

同

一
六
四
三
番
地
二

伊

藤

昭

和

同

三
六
〇
四
番
地

齊

藤�
美

可
児
市
菅
刈

一
一
二
一
番
地

小

池

亮

可
児
市
西
帷
子

九
〇
三
番
地

三
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